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議案第４７号 

令和８年度宝塚市一般会計補正予算（第１号） 

令和８年度宝塚市の一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,284,308千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

103,085,692千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予

算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正） 

第３条 地方債の廃止及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

宝塚市長 森 臨太郎 
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第３表　地方債補正

 廃　　止 （単位：千円）

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　  率 償　還　の　方　法

特別支援学校施設整備事業債 153,700

　普通貸借
　又は

　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

　年8.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直
　し後の利率）

　借入れの日の翌日から据置期
 間を含め、30年以内に半年賦元
 金均等、元利均等その他の方法
　により償還する。なお、借入先
　の融通条件に変更があるときは、
　これに従うことができる。ただ
　し、財政の都合により繰上償還
　を行い、償還年限を短縮し、又
　は低利債に借換えをすることが
　できる。

 変　　更 （単位：千円）

限　度　額 起債の方法 利　  率 償　還　の　方　法 限　度　額 起債の方法 利　  率 償　還　の　方　法

会計管理整備事業債 2,000 2,200

小学校施設整備事業債 1,528,300 283,500

中学校施設整備事業債 604,800 40,600

保健給食施設整備事業債 137,300 2,700

　借入れの日の翌日から据置期
 間を含め、30年以内に半年賦元
 金均等、元利均等その他の方法
　により償還する。なお、借入先
　の融通条件に変更があるときは、
　これに従うことができる。ただ
　し、財政の都合により繰上償還
　を行い、償還年限を短縮し、又
　は低利債に借換えをすることが
　できる。

起　債　の　目　的
補　　正　　前 補　　正　　後

　普通貸借
　又は

　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

　年8.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直
　し後の利率）

　借入れの日の翌日から据置期
 間を含め、30年以内に半年賦元
 金均等、元利均等その他の方法
　により償還する。なお、借入先
　の融通条件に変更があるときは、
　これに従うことができる。ただ
　し、財政の都合により繰上償還
　を行い、償還年限を短縮し、又
　は低利債に借換えをすることが
　できる。

　普通貸借
　又は

　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

　年8.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直
　し後の利率）
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